
議   第   ４１   号   

令和 ８ 年 ２ 月１６日提出   

 

   熊本市企業管理者の給与に関する条例の一部改正について 

 

 熊本市企業管理者の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市企業管理者の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 

 熊本市企業管理者の給与に関する条例（昭和４１年条例第４８号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 

第２条中「７１５，０００円」を「７７２，０００円」に、「６４４，０００円」を

「６９５，０００円」に改める。 

 

   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 （提出理由） 

市長等の給料の改定が実施されることに伴い、企業管理者の給料を改定するため、

所要の改正を行う必要がある。 

これが、この条例案を提出する理由である。 
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